
「県民の声ミニアンケート」の結果
（平成２７年１２月実施）

Q：県労働委員会が労働者個人と使用者間のトラブル・紛争を解
決するために、労働相談やあっせんを行っていることを知ってい
ますか（１つだけ選択してください）。

①労働相談を行っていることを知っている。

４５．６％

②あっせんを行っていることを知っている。
③労働相談やあっせんを行っていることを知っている。
④両方とも知らない。

回答結果（有効回答者数　４１９人）　
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